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北茨城 1 

１．都市計画の目標 

１）都市計画区域の名称及び範囲 

名 称 ： 北茨城都市計画区域 

範 囲 ： 北茨城市の一部 

 

２）都市づくりの基本理念 

本区域は、県の北東部、太平洋沿岸で福島県との県境、東京都心から概ね 150 ㎞圏

に位置している。 

明治時代以降、漁業や石炭産業などを中心に栄え、昭和 30 年代前半には最盛期を迎

えたが、エネルギー革命等により炭鉱閉山が相次ぎ、石炭産業は衰退した。その後、

国道 6 号や常磐自動車道などの広域的な交通体系の整備の進展を背景に、磯原、中郷

等において積極的に工業団地の開発等を進めたことから、人口や産業の集積が進んで

きた。 

区域の西側は、花園花貫県立自然公園に含まれる花園山や花園渓谷など緑豊かな山

林に面し、東に太平洋を望み、変化に富む海岸線を持つ五浦海岸をはじめ、二ツ島で

知られる磯原海岸、鳴き砂で有名な長浜など良好な自然環境を有し、また、沿岸海域

は豊かな漁場となっており、海の幸にも恵まれている。さらに、温泉資源も豊富にあ

り、五浦、長浜、中郷などの各所に温泉地がある。 

今後、本区域を含む県北地域※は、産業・観光の発展や交流促進の基盤となる広域交

通ネットワークの整備により、豊かな自然環境をいかした観光、移住・二地域居住や、

地域の歴史や芸術、伝統文化をいかした多彩な交流が活発に行われる、ゆとりと潤い

のある魅力的な地域を形成することが必要である。 

また、本県が目指す「集約と連携」の視点に基づいた将来都市構造を実現するため

には、都市機能の集約化と経済や産業の活性化、地域の個性ある発展と相互連携の強

化、連携と交流を支えるネットワークの構築、自然環境の保全と共生などによる都市

づくりが求められている。 

さらに、東日本大震災や平成 27 年９月関東・東北豪雨、令和元年東日本台風などの

災害から得られた教訓を踏まえ、自然災害に対する安全性を高めるなど、災害に強い

安心・安全な都市づくりが必要である。 

これらを踏まえて、本区域では、次のとおり都市づくりを進める。 

 

○ ひたち臨海クリエイティブゾーン※として、高度なものづくり産業の集積や、革新

的技術の進展などにより、活力ある産業拠点の形成を目指す。 

 

※茨城県総合計画で設定した５地域と 11のゾーン 

 

○ 福祉・医療・商業などの生活に必要な都市機能の集約と地域間の連携（コンパク

ト＋ネットワーク）を図ることにより、人口減少下においても持続可能な都市づく

りを進める。 



 

北茨城 2 

○ 東日本大震災や平成 27 年９月関東・東北豪雨、令和元年東日本台風をはじめとす

る過去の経験を教訓とし、活発な地域防災活動や住民を守るライフラインの整備を

進めるなど、災害に強い強靭な都市を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北茨城 3 

３）地域ごとの市街地像 

本区域における地域ごとの市街地像は次のとおりである。 

 

① 中部市街地地域 

磯原駅を中心とする地域については、商業・業務、工業、住宅等が集積しているほ

か、海岸部は磯原海水浴場の一部となっている。土地区画整理事業によって基盤整備

された特性をいかしながら、商業・業務・公共公益機能等の集積・誘導により、中心

市街地の形成を図る。 

また、駅周辺地区を同心円状に取り巻く既存の住宅地については、都市計画道路及

び都市公園等の都市基盤整備を計画的に推進し、居住環境の向上を図る。 

中郷町に開発された住宅団地周辺については、建物の更新や住民の住み替えに対応

し、引き続き良好な生活環境の維持と整備に努める。 

南中郷駅周辺においては、生活拠点としての都市機能の誘導を図り、既存の住宅地

や駅周辺市街地における居住環境・生活環境の向上を推進する。 

さらに、南中郷駅周辺整備や中郷工業団地の周辺に新たな地域振興エリアの形成を

目指す。 

 

② 北部市街地地域 

大津港駅を中心とした地域で、大津漁港から平潟漁港にかけて市街地が形成され、

東は海に面し、美しい眺望で知られる五浦海岸や長浜海岸などがある。 

本地域では、漁業の総合基地としての漁港の整備、漁労・漁法・伝統文化の伝承、

水産物展示即売などの複合施設の活用により水産業の振興を図るとともに、観光・レ

クリエーション機能の充実を図る。また、丘陵地の豊かな水と緑、海岸線、砂浜など

の自然資源の積極的な保全を図る。 

さらに、大津港駅西地区においては、新たな住居系市街地の配置を検討する。 

 

③ 工業系市街地地域 

中郷工業団地については、幹線道路の整備を進めるとともに、工業用水の適切な維

持管理を通じて、工業地域として今後とも良好な工業環境の維持向上に努める。 

 

④ 既存集落地域 

既存集落については、地域の実情に応じて生活基盤整備を進め、居住環境の向上や

活力の維持を図る。 

 

 

 

 

 



 

北茨城 4 

２．区域区分の決定の有無 

本都市計画に区域区分を定めない。 

なお、区域区分を定めないとした根拠は、次のとおりである。 

 

① 経緯 

本区域においては、これまで区域区分を定めず、農林漁業との健全な調和を図りな

がら都市づくりを進めてきたところである。 

 

② 判断理由 

良好な環境を有する市街地の形成については、公共投資を集約し、効率的・効果的

な都市基盤施設の整備を行う必要がある。 

しかし、人口は引き続き社会減となっているほか、世帯数や小売業年間販売額も減

少していることから、急激な市街地拡散の可能性は低い。 

また、本区域では、これまで区域区分を行っていないものの、農地転用率は低い傾

向にあり、農業振興地域の整備に関する法律、農地法及び森林法などの他法令により、

農地や緑地はおおむねの保全が図られており、無秩序に市街化が進行する恐れは低い

ものと考えられる。 

これらのことを踏まえると、区域区分を定める必要性は低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北茨城 5 

３．主要な都市計画の決定の方針 

１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要用途の配置の方針 

ａ 商業・業務地 

磯原駅周辺、大津港駅周辺、南中郷駅周辺及び各市街地に近接する国道 6 号沿線に

商業・業務地を配置する。 

このうち、磯原駅周辺では商業・行政・業務機能の更なる充実を図るものとし、土

地区画整理事業によって整備された駅前広場や街路等を中心に、活力とにぎわいのあ

る都市拠点の形成を図る。 

また、大津港駅周辺や大津港周辺は、地域を対象とした商業・業務地として機能の

充実を図るとともに、大津漁港・平潟漁港及び五浦地区を一体とする海浜ゾーンの海

浜観光地づくりを図る。 

南中郷駅周辺は、南部地域を対象とした商業・業務地としてのまちづくりの導入を

検討する。 

 

ｂ 工業地 

計画的な整備を図る工業地として、中郷工業団地、磯原工業団地を配置する。 

これらの工業地においては、周辺の居住環境や自然環境に配慮しつつ、生産環境の

維持・向上を図る。 

また、国道 6 号の沿道等に既存の工場等による工場地を配置するほか、工業団地、

工業用地における機能の維持更新を進める。 

 

ｃ 住宅地 

商業・業務地の周辺に住宅地を配置し、道路・公園・下水道等の都市施設の整備を

図るなど、住宅地としての良好な環境の形成を図る。 

大津港駅西地区及び南中郷駅周辺地区において新たな住居系市街地の配置を検討す

るほか、汐見ヶ丘地区など、計画的に整備された住宅地においては、良好な居住環境

の維持を図る。 

また、南中郷駅周辺においては、生活拠点としての都市機能の誘導を図り、市街地

及び既存の住宅地における居住環境の向上を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北茨城 6 

② 土地利用の方針 

ａ 用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

工業施設と住宅等が混在する地区においては、適切な用途地域の見直しや特別用途

地区制度などの活用によって工業施設の再配置と集団化を図る。 

また、工業団地などにおいては、産業構造や都市構造の変化に柔軟に対応した土地

利用を図り、都市的未利用地の解消を図る。 

駅前などの中心市街地においては、空き店舗や空き地等も活用しながら、住民ニー

ズに対応した土地利用の検討を行い、都市活力の維持・創出に努める。 

商業・業務地等に用途転換を図る場合は、都市構造等に与える影響を広域的な範囲

において十分検証したうえで行うこととする。 

さらに、小中学校など公共施設の統廃合などにより発生する大規模な未利用地につ

いては、新たな土地利用の検討を行い、地域の活性化に努める。 

 

ｂ 居住環境の改善又は維持に関する方針 

老朽化した木造建物が密集する地区においては、建物の不燃化やオープンスペース

の確保など総合的な環境整備を行うことによって良好な居住環境の形成を図る。 

都市基盤施設の老朽化が進む市街地においては、都市基盤施設の更新を行う。 

また、居住者の高齢化が進む市街地においては、高齢者の日常生活を支える都市機

能の導入を図るほか、空き家が増加している市街地においては、既存の住宅ストック

の活用促進などを行うことにより、住み続けられる環境の維持に努める。 

さらに、空き家や空き地については、実情を踏まえ、除却や利活用などの対策を進

める。 

一方、既存の集落などの住宅地のうち、工場等が混在している地区や、商業施設や

工業施設の立地が進むことにより混在の恐れのある地区においては、地区計画制度や

特定用途制限地域制度等を活用し、居住環境の維持・改善を図る。 

 

ｃ 持続可能な都市づくりに関する方針 

健康で快適な生活や持続可能な都市経営を確保するため、福祉・医療・商業などの

生活に必要な都市機能を集約する区域や、公共交通の整備状況、災害ハザードエリア

の指定状況などを踏まえた居住を誘導する区域の設定について検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北茨城 7 

ｄ 都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

市街地に残された平地林・斜面林等のまとまりのある緑地については、緑地保全地

域制度等を活用して計画的に保全する。 

また、五浦風致地区などの維持に努めるとともに、良好な自然的景観を形成してい

る緑地などについては、風致地区制度等を活用することによって都市における風致を

維持し、潤いのある市街地の形成を図る。 

さらに、市街地内の農地については、農地が持つ優れた緑地機能が良好な都市環境

の形成に役立つことから、農地所有者の営農意向を踏まえながら、市民農園などへの

活用等により保全を検討する。 

そのほか、緑地保全や都市緑化のための条例等の制定を促進するとともに、積極的

な住民参加を促すため、支援体制の確立を図る。 

 

ｅ 優良な農地との健全な調和に関する方針 

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農用地区域として設定されている

集団的な優良農地や農業生産基盤整備事業を行った農地は、生産性の高い農業経営を

行う上で重要な役割を果たしている。 

また、農地は、自然的な要素を有し、都市と農村との連携・共生や地域の活性化を

進めるうえでの貴重な資源でもあることから、今後ともこれらの農地の保全に努める

とともに、関係機関と連携しながら、耕作放棄地の適切な土地利用に努める。 

特に、大北川の流域など低地部に広がる農地について積極的に保全し、都市と農村

の健全な調和を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北茨城 8 

ｆ 災害の防止に関する方針 

東日本大震災や平成 27 年９月関東･東北豪雨、令和元年東日本台風をはじめとする

過去の経験を教訓とするとともに、災害による被害を最小化する「減災」を基本に、

災害への備えや地域防災力の強化を図る。 

災害への備えとして、地域防災計画等に基づき防災拠点施設や学校施設、公共施設、

公園、緑地などの避難場所、避難路を確保し防災機能を体系的に配置する。 

大規模災害時において、早期に緊急輸送道路ネットワークの機能を確保するため、

緊急輸送道路の強化や代替路の整備などを進めるとともに、避難や救命・救援活動の

ための行き止まり・狭隘道路の解消、建築物の不燃化・耐震化を促進する。 

また、防災拠点施設や避難場所、橋梁等の道路構造物や上・下水道施設の長寿命化

対策及び耐震化を推進する。 

さらに、市街地に隣接する河川や都市下水路の整備を促進し、外水・内水による浸

水被害の防止・軽減を図るほか、浸水被害、土砂災害、液状化等の地盤災害などの発

生の恐れがある地区については、必要な対策を講じるとともに、必要に応じて災害リ

スクの低い地区への住宅や施設の移転を検討するなど、地形特性を踏まえた安全な土

地利用の誘導を図る。 

地域防災力の強化として、各種ハザードマップの活用や避難誘導看板の整備等によ

り、災害発生の恐れのある場所を周知し、住民の防災意識の向上に努める。 

 

ｇ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

大北川など河川周辺の緑地や、本区域の西部に連なる丘陵の斜面林、平地部にまと

まった平地林等は、本区域における自然環境の骨格を形成していることから、今後と

もこれらの保全に努め、水と緑のネットワークを形成していく。 

また、花園花貫県立自然公園に指定された海岸線や、森林法に基づき指定された保

安林等については、今後とも積極的にこれらの自然環境や景観の保全に努める。 

 

ｈ 良好な景観の保全及び創出に関する方針 

海と山が近接した地形であり、五浦海岸に代表される良好な自然景観に恵まれてい

ることから、これら自然景観の保全に努めるほか、伝統的な農漁村景観など、地域特

性に応じた美しい景観資源の保全と創出を促進する。 

また、自然的景観との調和や眺望の確保に配慮しながら、魅力的で賑わいのある市

街地景観、歴史的建築物が集積する街なみや、岡倉天心旧宅・庭園、大五浦・小五浦

等といった天心縁の貴重な文化財による歴史・文化的景観など、地域特性に応じた美

しい景観資源の保全と活用を促進する。 

 

 

 

 

 



 

北茨城 9 

ｉ 計画的な都市的土地利用の実現に関する方針 

既存集落等において、生活利便性の向上や活力の維持を図るための地区計画制度や、

良好な居住環境の形成を図るための特定用途制限地域など、地域の実情に応じた適切

な制度の活用を検討する。 

また、用途地域などの土地利用規制が及ばない地域のうち、開発行為などの都市的

土地利用が無秩序に進む恐れがある地域においては、特定用途制限地域などを活用し、

秩序ある土地利用を推進する。 

なお、商業・業務地等の土地利用を図る必要がある場合は、都市構造等に与える影

響を広域的な範囲において十分検証したうえで、用途地域の指定や地区計画制度の活

用等を検討する。 
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２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 交通施設 

ａ 基本方針 

ア 交通体系の整備の方針 

本区域における主な交通施設は、ＪＲ常磐線と、常磐自動車道や国道 6 号などの広

域幹線道路である。 

本区域は、東西をそれぞれ太平洋と阿武隈山脈に挟まれ細長い市街地を形成してお

り、現在、日常生活や産業活動の利便性、安全性を高める幹線道路の整備が求められ

ている。 

そのため、これらの交通を円滑に処理し、日常生活や産業活動の利便性、安全性を

高めることが必要である。 

また、東日本大震災などの経験をいかし、災害に強いみちづくりの実現に向けた取

組を推進していくことが必要である。 

そこで、本区域においては、常磐自動車道や勿来バイパスなどの国道 6 号を中心と

した幹線道路網の整備・充実により広域交通ネットワークを構築し、福島県との都市

間連携の強化を図る。また、大規模災害時において、早期に緊急輸送道路ネットワー

クの機能を確保するため、緊急輸送道路の強化や代替路の整備などを進める。 

さらに、コンパクト＋ネットワークを推進するため、バスなどの公共交通機関と連

携するとともに、安全で人と環境にやさしい自転車・歩行者ネットワークの整備やに

ぎわいのある歩行空間の形成を図るなど、誰もが安心して快適に外出や移動ができる

交通環境の充実や歩きたくなるまちなかの創出を図る。 

なお、長期にわたり未着手の都市計画道路については、交通ネットワーク、道路整

備上の課題や代替道路の有無などについて検証し必要な見直しを行う。 

 

イ 幹線街路網の整備水準の目標 

本県の市街地における幹線街路網の整備水準は、良好な市街地として望ましいとさ

れる道路網密度 3.5km/km2 を踏まえて、令和 17 年度の整備目標を次のとおり定め、地

域の実情を踏まえつつ、この実現に向けて街路網の整備を図る。 

目標を定める指標 
平成 27年度 

（基準年） 
令和 17年度 

都市計画道路（幹線街路）

整備密度 

（km/km2） 

全区域：1.5km/km2 

（本区域：2.3km/km2） 
全区域：2.0km/km2 

※都市計画道路（幹線街路）整備密度：（都市計画道路（幹線街路）整備延長）／（市街地面積） 
※全 区 域：ここでは、本県におけるすべての都市計画区域 
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ｂ 主要な施設の配置の方針 

1) 自動車専用道路 

本区域においては、東京から東北地方に延びる常磐自動車道を配置する。 

 

2) 都市幹線街路 

本区域内及び近隣の市街地を結ぶ都市幹線街路として、県道日立いわき線、高萩塙

線、里見南中郷停車場線、都市計画道路磯原・二ツ島線、二ツ島・中妻線、二ツ島・

木皿線、豊田・西丸線、豊田・下駒木線、平潟港線、北町・大津港線、神岡・五浦線、

五浦海岸線、北町・浜田線、朝日野・駒木線、久保ノ内・細ノ原線、金付・矢萩線、

引地坂口・横場線、二ツ島・関本中線、北町・関本中線、関本中線等を配置する。 

 

3) その他 

交通の結節点となる鉄道駅において、交通処理の円滑化を図るため、駅前広場の整

備を促進するとともに、駅舎や駅周辺における交通施設等のバリアフリー化を図る。 

また、駅周辺や中心市街地において、自動車交通の増加に伴う駐車場需要に対応す

るため、駐車場の整備を図る。 

 

ｃ 主要な施設の整備目標 

現在、整備中又はおおむね 10 年以内に着手することを予定する主要な施設（都市計

画施設）は、次のとおりとする。 

交通施設名 路線・施設名等 

都市幹線街路 3･4･ 6 北町・浜田線 

3･4･14 朝日野・駒木線 

3･4･15 久保ノ内・細ノ原線 

3･5･22 北町・関本中線 

3･6･23 関本中線（国道 6号勿来バイパス） 
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② 下水道及び河川 

ａ 基本方針 

ア 下水道及び河川の整備の方針 

1) 下水道 

下水道の計画については、漁業集落排水や合併処理浄化槽などを含めた汚水処理施

設を、それぞれの特性や地域の実情に応じて適切に配置することにより、汚水処理の

早期概成を推進する。また、人口減少に伴う使用料収入や職員数の減少、既存施設の

大量更新期の到来などに備え、持続可能な事業運営を推進する。 

下水道の整備については、汚水処理の早期概成を目指し、人口や産業の集積状況な

どから優先順位をつけ整備を推進するとともに、計画的な点検・調査及び修繕・改築

を行い、持続的な下水道機能の確保や維持管理を含めたトータル費用の低減を図る。 

市街地の雨水の排除については、近年の集中豪雨などを踏まえ、放流河川の整備と

十分に整合を図り、排水施設の整備を進める。 

 

2) 河 川 

河川については、洪水による浸水被害から地域の安全を確保するため、河川改修な

ど適切な治水対策を進める。 

また、河川流域において親水性などをいかした憩いや交流の場の整備を進めるとと

もに、水質の浄化や水辺環境の保全など、環境にも配慮した総合的な河川整備を進め

る。 

 

イ 下水道の整備水準の目標 

本区域における下水道の整備水準は、汚水処理施設の早期概成を目指すため、漁業

集落排水施設や合併処理浄化槽の整備と連携・役割分担したうえで、下水道普及率の

目標を次のとおり定め、この実現に向けて下水道の整備を推進する。 

目標を定める指標 
平成 27年度 

（基準年） 

令和 22年度 

(汚水処理整備完了時) 

下水道普及率（％） 8.7％ 59.0％ 

※下水道普及率は北茨城全域を対象。 
下水道普及率＝（下水道処理人口）／（行政人口）  

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

1) 下水道 

本区域の汚水処理については、汚水処理施設の相互連携を図りながら、下水道への

確実な接続を促進しつつ、計画的な整備を着実に進めることにより、未普及地域の解

消を図る。 

さらに、市街地の雨水排除については、河川や農業関連の計画と調整を図り、ポン

プ場や雨水管渠、調整池等の整備を進める。 
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2) 河 川 

本区域の河川は、大北川や花園川、里根川等が流れており、市街地の雨水はこれら

の河川に排水されている。 

これらの河川については、洪水による浸水被害から地域の安全を確保するため、河

川改修など適切な治水対策を進める。 

 

ｃ 主要な施設の整備目標 

現在、整備中又はおおむね 10 年以内に整備に着手することを予定する主要な施設

（都市計画施設）は、次のとおりとする。 

種 別 施 設 名 等 

単独公共下水道 北茨城公共下水道 
※単独公共下水道：下水を排除し、処理するもので、市町村自ら処理場を設置管理するもの 

 

③ その他の都市施設 

ａ 基本方針 

人々の健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動を確保するため、火葬場や汚物

処理場などの都市施設については、社会情勢の変化などを勘案し適切な配置と整備に

努める。 

また、既存施設を有効に活用するため、設備の更新や計画的な点検、補修による長

寿命化を図る。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

1) 火葬場 

火葬場については、1か所（北茨城市火葬場）を配置する。 

 

2) ごみ焼却場 

ごみ焼却場については、 1 か所（高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設）を配置する。 

 

3) 汚物処理場 

汚物処理場については、1か所（北茨城市環境センター）を配置する。 
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３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要な市街地開発事業の決定の方針 

本区域における市街地開発事業は、これまでに磯原駅西地区における土地区画整理

事業などが行われてきた。 

今後は、活気ある商工業地や、快適でゆとりのある落ち着いた住宅地の形成に努め

る。また、既成市街地内における都市機能の更新や居住環境の改善、防災性の向上な

どを図る必要がある地区や、市街地における農地及び工場跡地などの低・未利用地に

ついて、土地区画整理事業をはじめとする適切な整備手法の導入を検討し、良好な市

街地の形成を図る。 
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４）自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア 自然環境の特徴と現況、整備又は保全の必要性 

本区域は、東側が太平洋に面しており、景勝地として知られている五浦海岸などが

花園花貫県立自然公園に指定されている。平地は大北川や江戸上川等の河川沿いにあ

り、その他は丘陵地となっている。 

主な緑地は、河川周辺の緑地や西部に連なる丘陵の斜面林、平地部にまとまった平

地林等であり、特に、緑地環境保全地域に指定されている下相田地区など貴重な緑地

が存在する。 

また、磯原地区公園などが整備され、住民の憩いの場として利用されている。 

これらの自然的環境は、都市において、環境への負荷の軽減やレクリエーション及

び住民等の日常的な自然との触れ合いの場の確保、また、災害に対する防災性の向上

や良好な自然景観の構成といった観点から、重要な役割を果たしている。 

このため、本区域の都市づくりにおいては、森林法など他の法令との連携を図りな

がら、都市計画法による地域地区の指定など計画的な土地利用を進めることにより緑

地の保全や地域に存在する希少種の保護など、生物多様性の保全への配慮に努めると

ともに、公園等を適正に配置し整備することによって、豊かな水と緑に包まれた潤い

のある都市の形成を図ることとする。 

 

イ 緑地の確保目標水準 

本県における都市公園の確保目標水準は、住民 1 人当たりについて望ましいとされ

る都市公園の敷地面積 10ｍ2／人以上を目標とし、地域の実情を踏まえつつ、この実現

に向けて都市公園の整備又は保全を図る。 

目標を定める指標 
平成 27年度 

（基準年） 
令和 17年度 

1人当たり都市公園面積 

（ｍ2／人） 

全区域：9.4ｍ2／人 

（本区域：4.8ｍ2／人） 
全区域：10ｍ2／人以上 

※1人当たり都市公園面積：（都市公園整備面積）／（都市計画区域人口） 
※都市公園：都市公園法第 2条の規定に基づく公園又は緑地 
※全 区 域：ここでは、本県におけるすべての都市計画区域 

  

ｂ 主要な緑地の配置の方針 

ア 環境保全系統 

大北川など河川周辺の緑地や、西部に連なる丘陵の斜面林、平地部にまとまった平

地林等については、本区域における自然環境の骨格を形成しており、野生動植物の生

息・生育地として、また、ＣＯ2 の吸収や大気の浄化等の環境への負荷の軽減などとい

った観点から重要なものであることから、連続性や一体性に配慮しながら、積極的な

保全を図る。 

また、貴重な歴史的資源や文化財と一体となった緑地を積極的に保全する。 
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イ レクリエーション系統 

住民の日常のレクリエーション需要に対応するため、街区公園などの住区基幹公園

や農村公園などの整備を促進するとともに、人々の生活に密着した社寺境内地の保全

を図る。 

また、週末のレクリエーション需要に対応するため、スポーツ・レクリエーション

機能を持った運動公園など都市基幹公園の整備を進める。 

 

ウ 防災系統 

地震や火災などによる都市災害に対応するため、災害時に住民の避難地となる公

園・緑地を確保し、一次避難地や広域避難地の拡充を図るとともに、また、延焼遅延

効果がある緑地や農地の保全を図る。 

斜面崩壊などの自然災害に対応するため、丘陵地などの斜面林の保全を図る。 

 

エ 景観構成系統 

市街地の周辺に残された緑地など自然的な景観を維持するため、丘陵地の樹林や、

五浦海岸の樹林など太平洋と一体的な景観を構成する緑について保全を図る。 

また、潤いのある都市景観を創出するため、幹線道路等の緑化に努める。 

さらに、本区域内に点在する集落地の屋敷林や社寺林など昔ながらの安らぎをもた

らす景観の保全に努める。 

さらに、花園花貫県立自然公園及び五浦風致地区周辺においては、これらの自然環

境と調和するような景観の形成を図る。 

そのほか、海岸防風林など自然的な景観の保全を図る。 

 

ｃ 実現のための具体の都市計画制度の方針 

ア 公園緑地等の整備目標及び配置方針 

1) 公園緑地等 

街区公園などの住区基幹公園、風致公園などの特殊公園、都市緑地などを適切に配

置し、その整備を図る。 

 

イ 緑地保全地区等の指定目標及び指定方針 

1) 風致地区 

五浦風致地区の維持に努めるとともに、良好な景観を有する海岸部の樹林や、西部

に連なる丘陵部の斜面林などにおいて、良好な自然的景観を形成している地区につい

ては、都市の風致を維持するため、風致地区制度の活用を検討する。 
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2) 緑地保全地域・特別緑地保全地区 

市街地やその周辺に残された身近な樹林のうち、地域住民の生活環境を確保するた

め適正に保全する必要のあるものについては、緑地保全地域等の活用を検討し、特に

良好な景観形成にとって重要なものや社寺等と一体となって歴史的・文化的価値を有

するものについては、特別緑地保全地区制度の活用を検討する。 

 

 


